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モ」スの 「全体性」概念の検討
一 「贈与論」 を契機 として 一

藤 吉 圭 二

は じめに

マルセル ・モースの 「贈与論」は、 しばしばレヴィース トロースの名 と結びつけられる。

ここで両者の仲立 ちとなるのは 「構造主義」 という研究手法である 、[Bottomore&Nis-

bet,1978:訳52-55]。 そ して レヴィース トロース自身も、.いくつかの場でモースの業績

の積極的な再評価を行なっている。た とえば 「贈与論」 も収められているモースの論文集

『社会学 と人類学』には、彼のモースへのオマージュとも言 うべき長大な序文を寄せてい

るし、 また 『親族の基本構造』でも、第5章 「互酬性の原理」において、彼の立場からの

「贈与論」総括の議論が展開されている。

こうしたことを考慮 に入れ るとき、再評価を受 けるモース(と りわ け 「贈与論」の)が 、

レヴィース トロースの視点を介しての彼 という側面を大 きく持っていた としても不思議で

はないだろう。 しかし 「贈与論」そのものにあたってモースの論をた どっていくならば、

それは、民族誌の精細 な研究であるとともに、特 にその結論部分において、す ぐれて社会

的な提案の書 としても読まれ うるということに気づかされる。 そしてこのような側面に注

目して 「贈与論」を読んでみると、読者 はいささかアンビヴァレン トな印象にとらわれる

ことになる。それは単に社会的な提案 を含んでいるからというに限 らない。モースは 「贈

与論」に 「太古の諸社会 における交換の形式 と契機」 という副題をつけているが、.自分自

身の限定 したこの 「太古の諸社会」 という研究領域 を大きく逸脱 し、彼 は当時のフランス

における社会的 ・政治的状況 にも言及 しつつその結論を締 めくくっているのである。「贈

与論」が読者 に与えるアンビヴァレン トな印象には、このような事情 もかかわっている。

ところで今 しがた、モースが自分自身の限定 した研究領域 を大きく逸脱 した と見たので

あるが、実 は、・これが読 み手の印象 どお り書き手たるモースにとっても 「逸脱」であった

のかどうか、にわかには決めがたい ところがある。

このような事態は、つまるところ 「太古の諸社会」 と 「現代の社会」 とをモースがどの

タうに関連づけて考えているか、 これが.「贈与論⊥では明瞭に示されていないため生 じて

いると見てよい。そしてこれを検討するにあたっては、彼が持っていた 「贈与論」執筆の
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意図を考慮に入れることが有効だ と考えられる。 これに関連 してモースの個人史を見 ると、

彼は社会学者である と向時に社会主義者 を自認 してもいた。 この点を勘案しつっ 「贈与

論」の検討 を試みた論文 もい くつか見 られる1>。しか し先 に見た 「太古の諸社会」 と 「現

代の社会」との関連 をモースがどう捉えていたか という問題に関しての吟味 は、未だ十分

には行な.われていないと考えられる。

以上のようなことを踏 まえ、本稿での課題 を次のように設定する。

まずモースが明示的に述べている 「贈与論」執筆の意図を整理する。その際にはレヴィ

ース トロースによる 「贈与論」総括が参考にされる。 そして次 に、モースが 「贈与論」で

示した 「贈与」概念の内実を明らかにする。ここでは特に 「贈与」が 「全体的社会事実」

(あるいは 「全体的社会現象」)と 呼ばれてい ることに着 目し、モースがそれを 「全体

的」 と呼ぶ事情 を確認する。 これ らを踏 まえた うえで最後に、「贈与論」の結論部分で示

される 「同時代の社会への提案」という側面が、一見 「逸脱」 とも受け取れるような印象

を与えるにもかかわ らず、何 らかの説得力を持 ちうるのだ としたら、それはどのようなも

のであるのかを明 らかにしていきたい。

1.「 贈与論」の 目的

この論文の 「序論」においてモースは{そ のめざす ところについて、以下のように述べ

ている。すなわち、 まず① 「我々をとりかこんでいる諸社会(ア ジア ・アフリカ ・アメ リ

カなどの、いわゆる 「未開」な諸社会/藤 吉注)、 また、・我々の社会 に直接先行す る諸社

会における人類の取引の性質についての、,いわば考古学的な結論 に到達」[Mauss,1950:

148]す ること2)。そしてそのうえで、「この道徳 と経済が我々の社会におし)てなお、'間断

なく、いわば暗々裡 に継続 していることを証明」[ibid.]し 、かつ 「その上 に我々の社会

が築かれている、人類の岩盤のひ とつを発見した と信ずる」[ibid.]が ゆえに、② 「その

ことから、現代の法の危機 と経済の危機 とが提起する、我々め注意をひくい くつかの間題

についての若干の道徳上の結論 を類推」[ibid.]す ること3)。この2点 がモースによって明

示される 「贈与論」の目的である。

ところで、レヴィース トロース は先 にも言及 した 『親族 の基本構造』の中で、「贈与

論」によってモースが何 を明 らかに・したかということについて、r次のようにまとめている。

彼によればモースは次の3点 を示 した。すなわち第1に'「 未開社会では、交換 は取引の形

というよりはむしろ互酬的な贈与の形のもとに現れる」[L6vi-Strauss.1949;訳 上132]

こと、第2に 「これ らの互酬的な贈与は我々の社会においてよりも未開社会においてはる

かに重要な位置を占めている」[ibid,]こ と、そして第3に 「この交換の原初形態はただ
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単に経済的性格にとどまるもので も、本質的に経済的性格のもので もな く、・・痴 同時に社

会的にして宗教的、呪術的にして経済的、功利的にして情緒的、法的にして道徳的な意味

をあわせ もつ事実 を我々の前に示す ものである」[ibid.]こ と、以上である。

レヴィース トロースによって要約された この結論 と、モース自身が 「序論」で掲げた目

標 とを比べてみると、要約された結論 は、いずれも目標のひとつめに含まれ ると考えてよ

いだろう。「未開」社会 の親族構造 を考察するという、 ここでの彼の立場か ら見れば、モ

ースのふたつめの目標 は不必要であ り、また既 に時代後れで もあ'ったのかも しれない。 し

か しそれでは、「太古の諸社会」か ら得 られた知見をもとに 「現代の社会」 に展望を与 え

ようとした 「贈与論」でのモースの試みの全体 を捉えそこなうおそれがある。

このようなことから考えて、ここで次のような点に留意 しておぐことが有益だろう。

まず 「贈与 論」 の成 果 を ま とめ る にあた っ・て、 レ'ヴィース トロース は 「交換 は」

[ibid.;訳 上132]と 切 り出し、交換 とい う現象が往復運動 というある種のまとまりを持

っ行為の体系であるという、'より安定的な側面 に着目した点。

また 「未開」社会 について彼は 「未開人は、他所者の集団を分類するのに二通 りの方法

しか知 らない。他所者は 『良い』か 『悪い』かどちらかなのだ。…・"人は一方の集団 と戦

い、他方 の集団 と交換する」[ibid.;訳 上153]と 結論 してお り、そして、一その後で更に

「花嫁の交換は絶 えざる互酬的贈与過程の終結点に他ならず、それは敵対から婚姻制度へ、

不安か ら信頼へ、そして恐怖 から友愛への移行 を達成するのである」[ibid.;訳 上154]

と述べている。 こうしたまとめ方か ら推察されるように、彼においては、「何の表示 も伴

わないにせよ、あらゆる社会的接触はアピールを含み、そのア ピールは、返答 を期待する

とい う意味 において、それ自体苦痛の種」[ibid.;訳 上143]と 評 されるときの、その緊

張をともなう苦痛から解かれた状態において、円滑に運営される交換の体系に比重が置か

れているのではないかと考えられる点。

一方モー ス自身 において は、 その主題 はあ くまで も 「贈与 について(surledon)」

[Mauss.1950:143]な の で あ り＼ そ して 「交換'が起 こるにいた る契機(rais6nde

1'6change)」[ibid.]を 探 ることなのであって、結果 として交換の体系 となるような給付

と反対給付 とのま とまりを、モー スは 「交換 の体系」 とではな く、「全体的給付の体系

(syst6medesprestationstotales)」[ibid.151]「 という、よ り動的な表現で呼んでいる

という点。

また、 この論文 のエ ピグラフである古代北欧の伝説詩の内容が、ある種の交換について

叙述舷 説明的であるよりも、むしろ道徳的、戒律的、命令的だという点などである。

ここまでで次のようなことが推測 される。つまり 「交換の体系」の存在 と同様 あるいは

それ以上に、人間に対 してその体系が持つ拘束力の本質を見極めることが、モースにとっ
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ては重要だったのではないか といケこと・である。そう見ることで 「未開あるいは太古の社

会類型 において……贈 られた物には、いかなる力があって、受贈者にその返礼をなさしめ

るのか」[ibid.148]と いうことを明らかにした地点に立って、その力 を同時代 のフラン

スに再生せんとした彼の態度 も理解できるのではないか。「贈与論」のモースにはそのよ

うな側面 もあったのだ ということを確認 し、次にはその成果について検討していきたいb

2.全 体 的給付 の体系

モースの 「贈与論」における議論は、1たとえば次のようにも要約することがで きる。

人間は、太古の昔より様々なモノをや りとりして生 きてきた。そしてそこでや りと

りされるモノは、単に功利的な、あるいは今で言う経済的な有用性からのみ捉 えられ

ていたのではない6、そ.ζにはく・そのや りとりにかかわる人間の全存在がかけられてい

たのである。モノのや りとりとは本来そういったものであり、また今でもそ.うあるべ

きものである。経済制度の発達した現代 に生きる我々は、モノにこめられたそのよう

な意味 をしばしば閑却 し、経済的利益のみの追求へ と走 りがちである。 ここで今一度、

かつてモノにこめられていた意味を思い起 こし、モノのや りとりが存在のや りとりで

ありく友愛のや りとりであった状態を復活 させるべきである。

おびただしい数にのぼる民族誌上の報告 を援用 しつつ進められる 「贈与論」の議論 は、

このようにも要約することが可能である。そして ここで注目しなければならないのは 「か

つてそ うだった」 という認識か ら 「今で もそうあるべ きだ」 という結論へ と向かう議論が、

どのように組み立てられているかということである。

モースは 「序論」の中で冒頭のエピグラフに続けて研究のプログラムを提示している。

は じめに 「《全体的》社会現象」[ibid.147]と い う概念が提起 され るが、その中には

「あ らゆる種類の諸制度が同時 に、 しか も一挙 にあ らわれ」[ibid.]、 「宗教的、法的およ

び道徳的諸制度 ・∵…ならびに経済的諸制度 ……が含 まれ」[ibid.]て いるbそ れ らの諸現

象 を現代的な経済 とか法 とかのカテゴリーに分節化 しては、考察対象を見誤 って しまうと

モースは考えていたようだ。ある現象に 「経済的」 という定義が与 えられることによって、

それが本来は持 っていたはずの多義的な性質が捨象されてしまうことを恐れていたのだろ

う。そして、そうした困難 を乗 り越 えるための試みのひとつ として、モースによって採用

されたのが、 この 「《全体的》社会'現象」 という概念で あった と思われ る。 この 《全体

的》社会現象には 「すべてが混ざりこんで」[ibid.]お り、それ 自体が非常に錯雑 とした

様相 を呈 しているのだが、この研究においては考察の対象が2段 階を経て限定 される。

まず、 この極めて錯雑 とした現象全体の中から 「非常 に根源的なものでありなが ら、,他
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と切 り離 されて存在 している特徴のひとつ」[ibid.]と して 「こういった給付の任意的な、

いわば外見上は自由で非打算的 に見えなが らも、拘束的で打算的な性質だけ」[ibid.]が

選ばれる。そ して、その中か らさらに、「未開あるいは太古の社会類型において、贈 り物

を受 けた場合に、その返礼 を義務づける法的経済的規制 はいかなるものであるか、贈 られ

た ものには、いかなる力があって、受贈者にその返礼をなさしめるのか(原 文はイタリッ

ク)」[ibid.]と いうことに関する原則が選ばれ、これについての検討が進められ る。

そして、 この原則の存在 と性質 とを明 らかにすることによって、先に見 られたふたつの

目的、すなわち、人類の取引の性質についての考古学的結論を得 ること、そしてそれに基

づいて、現代の法的お よび経済的危機 に対処するための若干の道徳上の結論 を得 ることが

達成 されるであろうとモースは述べている。

このようにして、贈与 とその返礼に関す る義務的な性質を持った原則が検討されるわけ

だが、そのためにい くつかの地域 と古代法典が選ばれ 「丹念な比較法」[ibid.149]が 適

用される。 ここで選択 された諸地域 について彼は 「未開あるいは低級の名称で不当にもと

りちがえられている社会」[ibid.]・と弁護 したあとで、そこには 「自然経済 と称 され るよ

うな もの は、い っさい存在 しなかうた ように思われる」[ibid.149-150]と 述べ、 その

「経済的行為」の概略 を示している。その概略を見てお くと、 まずそうした経済的行為に

ついて考えるとき留意 しておかねばならないのは、何 よりも 「個人相互間で行なわれ る取

引を通 しての財産、富ならびに生産物の、いわゆる単純な交換が検証されたことは一度 も

ない」[ibid.150]と い うことである。つまりお互いにとって有用なものを、双方 とも納

得ず くで とりかえるといったた ぐいの交換は存在しないか、少な くとも非常 に.稀だったと

いうことである。何故かというと、第一に 「相互に義務 を負い、交換し、契約するのは個

人で はな くて集団」[ibid.150-151]な のであ り.、第二に 「かれらが交換するものは、…

…経済的に有用なものだけだ というわ けではない」[ibid .151]か らであ り、第三 に、任

意的な形式の もとでなされるこれ らの給付 と反対給付 は、「実際は、厳密には義務的なも

のであって、その不履行の場合には、公私の闘争に導 くもの」、[ibid.]だ か.らである。

このような性質 を持つ、一定の広が りのもとでのモノのや りとりのまとまりに対して、.

モースは 「全体的給付の体系(syst6medesprestationstotales)」[ibid.]・ という名称 を

与えている。

以上のように考察の対象 を限定 したうえで、モースは具体的事例の研究を進める。.その

膨大な民族誌学上の蓄積を駆使 しつつ彼の導 く結論は、次のようにまとめることができる。

まずそこで展開 される贈 り物 のや りとりが単 に経済上の利益を得 るための ものではない

ということが重要である。そこで目ざされているのは、むしろ両者の間に結ばれている友

好的紐帯 を確認 し、.維持 ・強化することなのであ り、その友好的紐帯 とは、一方で 「自分
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一 自分自身 とその財産 一 を他人に 《負っている》」[ibid .227]と いう意識、そして他

方で は 「ある者 になにかを与 えることは自分自身の一部を与 えうこと」[ibid.161]・「とい

う意識に由来 していることが指摘 されている。

次 にそのような贈与のや りとりにおいては、義務的 ・拘束的なみっつの原則、すなわち

与える義務、受 けとる義務、お返 しをする義務 という贈与の義務的3原 則が働いていると

まとめちれている。しかもそれは無理強いの結果 として行なわれるものであってはならな

い。「これ らの贈与 は、義務的、恒常的な性質 をもうているが、贈与 を強制するような権

利状態以外 には、他の反対給付 を伴わない」[ibid.155-156]の であり、そ こに発生する

のは、・いわば道徳的な意味における 「お返 しを受 ける資格」・とか 「お返 しをすべ き責務」

とかいった ものなのだ と言える。

それゆえにこうした贈与の義務的3原 則 は、物理的な強制力をもって履行されるのでは

ない。単 に履行 されれば、つまりモノの移動さえ行なわれればよいというものではない。

お互いがお互いに負い合っている社会において、それは常に気前よく履行されねばならな

いのである6な ぜなら 「氏礁 世帯、集会、客 というものは、歓待を求めた り、贈 り物を

受 けとった り一 ・しないわけにはいかない」[ibid,161-162]か らであ り、 また 「与える

ことを拒絶 した り、あるいは招待することを怠った りするめは、受けることを拒絶すると

同様 に、闘 いを宣言す るに等 しい。 それは親交 と協同を拒否す ることで もある」[ibid.

162-163]か らである。

全体的給付の体系のもとで営まれる贈与の循環において重要なのは、経済的利得である

よりも、むしろ当事者相互の友好的紐帯の確認にあるというのは、モースの重要な指摘だ

ろう。それゆえにそこでは、与 えることも受けとることも、 またお返 しをすることも、友

好 と親愛の情を示すように気前よくなされねばならないのである。そのような意味で全体

的給付 とは、自己の好意をモノにこめて相手に受けわたす ことであると考 えられる。モー

ス自身がはっきりと定式化 したのは贈与 ・受容 ・返礼・という義務的3原 則であったが、こ

うしたことか ら考 えて 「気前のよさを示 しっっ」 というのもまた、'ここにおける重要な原

則だ と言 える。

贈与 ・受容 ・返礼 という義務的な3原 則 を友好的態度 をもって気前よ く履行すること、

モー スによれば、 これ は 「我々 の社会 がその上に築かれている人類 の岩盤のひとつ」

[ibid.148-149]な のであり、それは人間たちがモノを媒介 として相互に依存しているこ

とに由来 しているのである。
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3.「 贈与論 」のア ンビヴァレンス

全体的給付の体系について以上のような認識 を得た うえで、モースはそれを手がかりに

同時代の困難へ と斬 り込んでい く。それが 「贈与論」の結論である。その結論部分の冒頭

において、彼は開ロー番 「以上 に見てきた ことは、現代の我々自身の社会に拡張すること

も可能であろう」[ibid.258]と 述べる。そ して 「我々の道徳お よび我々の生活その もの

が、贈与 と義務 と気前のよさとの混清する雰囲気の中に今なお留 まっている」[ibid.]と

いう認識 を示す。《礼》に対 しては答礼が、招待に対 してはお返 しの招待がなされなけれ

ばならない ということの中には、かつ、ての気前のよい贈与 というものの痕跡が見 られ るの

で あるが、 そこに現われてい るものこそ 「人間の活動 にとっての根本的な動機」[量bid.

258-259]な のである。 そうした ものが今なお広 く社会 に共有 されているとモースは見て

いる。た とえば 「我々の間でいまだに言われるように、我々は 《借金を残 したままにして

お く》 ことはで きない」[ibid,259]の である。そして、 このような現状 についてモース

は 「幸いなことに、今のところまだ、すべてのものが購入 とか販売とか といった言葉によ.

って分類 されてしまうところにまでは至 っていない」[ibid.258]と いう評価 を下す。な

ぜならば 「市場価値 しゐ〉持たないものも多 く存在 しているとはしても、物はなお市場価値

の他 に感情的価値 を備 えてい る」[ibid.]か らであ り、 また 「我々には、商売人の道徳 し

か存在 しないわけではない」[ibid.]か らである。 それゆえに 「我々の間には、今なお過

去の習俗 を支持するような人々および階層があるし、 また、我々のうちのほとん どすべて

は、少な くとも一年の うちのある時期、あ るいはある機会には、それらの習俗に従 うの

だ」[ibid.]と モースが述べ るとき、それはどち らか ζ言 えば肯定的な評価だと見る必要

があるだろう。

このように見て くると、本論で確認 された諸原則、すなわち全体的給付の体系において

働 いていた、贈与 ・受容 ・返礼を気前 よくという原則は、現代社会においても、なお実効

性 のある原則だ という印象を受 ける。 しか し、実は一方でモースは 「贈与の経済 はあまり

にも危険で、豪奢で、浪費を要するものであり、対人的な配慮 に煩わされ、 しかも、市場、

取引、生産の発展 とは相容れない、要するに、時代後れで不経済なものだったのである」

[ibid.239]と 述べ、過去の社会が 「尊ぶべき真の偉大な改革によって、こうした一切の

古い道徳や、贈与の経済 を乗 り越 えたのだ」[ibid.]と 評価 している。 ここで 「贈与の経

済」に与 えられた 「時代後れ」「不経済」 といった評価 は、当然マイナス ・イメージを帯

びているものと考えざるを得ない。むしろここでは 「贈与の道徳」が 「社会の進歩」 を邪

魔するものと見なされていると言ってよい。モースにおいて この関係はどう捉えられてい

るのか。それが明 らかにされなければならない。
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このことについてモースは興味深い発言 をしている。結論においてモースは、当時のフ

ランスで行なわれつつあった知的所有権保護や社会保障制度整備などのための立法措置 に

ついて論評 しているのだが、 これらをモースは 「すべてこれ らの道徳や立法 は、社会変動

に対応す るものではな くして、法への復帰に照応す るものである」[ibid.261]と 評価 し

ているのである。他にも彼 は 「我々は往時に、しか も、基本的なものに復帰することがで

きるし、また、そ うする義務がある」[ibid.263]と か 「我々は集団の道徳 に立ち帰ろう

としているのである」[ibid.262]と か といった表現を、非常に頻繁 に用いている。.

モースにおいて称揚すべき 「贈与の道徳」 は、「社会の進歩」 とで}まなく、むしろ 「往

時への復帰」 と結びつけられていたのであった。その内実はといえば 「金持ちは自発的ま

たは義務的にみずからをその同胞の勘定方 と考えるようになることが必要」[ibid.]と さ

れるようなものである。金持ちや企業家に向けてなされたこのような呼びか けは、一般の

人々 に対 しても.行われる。人々は、やはり同じように、見返 りに頓着せず、気持 ちよく与

えることを求められている。このようた贈与する態度を、彼 は 「貴族的(noble)」 と言い

「殿様ぶる(etregrandseigneur)」 と言 っている[ibid.258-259]。 「我々 はかの 《高潔

な消費》の慣習 に立ち帰 ろうとしているし、 また、立ち帰 らなけれ ばならない」[ibid.

262]と いうわけなのだ。

現代の 「我々の社会」において 「往時の道徳」つまり贈与の道徳がかたちをとるとする

なら、それはどのようにしてであるか。少な くとも、かつて と全 く同じような全体的給付

の体系というかたちをとることはないだろう。なぜなら 「我々の社会」の経済制度は 「尊

ぶ べ き真 の偉 大 な改革 に よって……一切 の古い道徳 や贈与 の経済 を乗 り越 え」[ibid.

239]た うえに作 り上げ られたものであったはずなのだか ら。

立ち帰るべ き、かの 《高潔な消費》から人々が一旦は乖離してしまったその要因 として、

モースは現代人 の利己主義 と個人主義 とを挙 げている[ibid.263]。 この点 についてダグ

ラスは、次のように説明している。「この洞察(「 太古の社会やいわゆる未開社会 における

物の移動の大半というのは、贈与の義務的返礼の循環によってなされていた」という 『贈

与論』でのモースの洞察/藤 吉注)は 、税や収入や取引に関する古代の諸体系を解釈する

にあたって、考古学者や歴史学者たちによって採用されはしたけれども冠空想的な考古学

的洞察をすることがモースのめざす ところではなかった。『贈与論』は、同時代の政治的

理論 に対する組織だった攻撃の一環、すなわち功利主義に反対するための綱領の一項目だ

ったのである」[Douglas.1990:ix]と 。功利主義が、人々か ら 「自分は他人 にその存在

を負 っている」 という意識 を奪ったということだろうか。.

ただ し、この点に関してモース自身はい まひ とつ歯切れが よい とは言えない。「殿様ぶ

り」の贈与、時には身代 を潰す ことをも辞さないような贈与 という義務的原則 を称揚 しつ
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つ も、一方で彼 は、個人 は個人 として自己の利益 を守 らねばな らない と言 うのである

[Mauss.1950:263]。 先に見た利己主義や個人主義 と同様 に、共産主義や鷹揚さの過剰

といったものもまた、有害なものとして斥けられるのだが、しか し、ではどうあるべきな

のか というと、結局 「修道僧の生活 も、また、 シャイロックのような生活 も、いずれ も避

けなければならない」[ibid.]と いうような、消極的なかたちで語 られるに留 まっている。

彼の求 める気前のよさとは、修道僧 にもシャイロックにもかたよることのない気前のよさ

とは、結局 「現実 と理想 とのほどよい混清」[ibid.263]と しか言えない ものなのである。

その意味で、社会的提案 としての実効力を 「贈与論」のみで独立させて判断するなら、

それはあまり有効性 を持たない ものと判断せざるを得ない。しか し、このような弱点を持

ちながらも、結論 におけるモースの社会的提案 には、なお興味をひかれる部分がある。そ

れは、贈与 の道徳の復活によって、 どのような 「利得」があ りうるのか ということについ

てのモースの見解である。往時への復帰 によって彼がめざすのは 「多数の社会や階級によ

ってなお記憶されている生活 と活動の動機、すなわち、公然 とものを与 える喜び、鷹揚に

して雅趣のある消費の楽 しみ、客礼㍉公私の祭礼の楽 しみ」[ibid.]の 復活である。

往時への復帰 を強調する彼の言葉の調子か らすると、それによって得 られるのが ・「楽 し

み」 とか 「喜び」であるというのは、いささか拍子抜けの感 なきにしもあらずである。 し

か しここに言 うそれ らは 「娯楽」 ではない。少な くともモースにとって、それは単なる

「気ばらし」 とか 「暇つぶし」 とかではない。それは、贈与の応酬によって、他者 の 「心

添 え」[ibid.265]を 実感することによって得 られる 「命にも等しいもの」[ibid.]で ある。

これが、モースが 「我々の社会」 において、「自己を脱却 して、自発的に義務的にものを

贈 る」[ibid.]こ とをとお して、人々の間に復活させ ようとしていた ものである。 このよ

うなものであればこそ、彼 はこれを 「人類の岩盤」 と呼んだのだ と考 えられるが、この点

については、更 に彼 の人間観 を見てい くことが有効である。

4.全 体的人間

モースは社会学 と心理学 との関係について議論する中で 「今日の平均的人間 …… と、古

代社会あるいは未発達な社会 に生 きている、 ほとんどすべての人間は、ひとつの 《全体

(total)》である。・彼(彼 女)は その全存在で もって、極めて些細な自分の知覚や精神的

影響 を受けるのである。 したがって、この 《全体性(totalit6)》 の研究 こそが ……重要 と

な るので ある」[ibid.306]と 述 べ ている。 この見解 は、「贈与論」 にお ける彼の言葉

'「我々の道徳 とか生活そのものとかの相当の部分は
、いまなお贈与 と義務 ど自由の混清 し

た雰囲気の中に留 まっている」[ibid.258]と 照合するに値するものであろう。
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ところで、デュルケームが 「社会学主義」 と呼ばれる立場からそめ研究を推進 し、 これ

を心理学 とは区別しようとしていたのに対 し、モースが社会学 と心理学 どの連携を積極的

に考 えていたとはしばしば言及されることであ.るが、 ここで重要なのは 「社会的諸事実の、

もっぱら個人心理 に基づいた説明」 としての心理学主義を斥けようとした点においては、

モースもデュルケーム と同様であったという点 である。社会的諸事実がそ こへ と還元され

てゆくべき 「心理」ではな く、社会的事実 としての 「心理」 をモースは同定しようとした

のであ り、それが可能なら、社会学 と心理学は相互 に貢献 し合 うような関係を持っ ことに

なるだろう。そしてモースが期待 したのはこのようなものだった と考 えられる。

.モースは人間社会 に特徴的な諸制度すなわち集合表象、具体的には 「」般意志 諸観念

のコミュニケー ション、言語、宗教的 また美的な技術、集団形成、そして宗教 一 一言で

言えば、我々の共同生活の特色」[ibid.286]に 関する分野において、社会学は心理学か

らの貢献が必要なのだ と説 く。なぜなら 「た とえ個人の精神がことごとく集合表象 とか集

合的情動 とかによって満たされた場合でさえ、あるいはまた船 を曳き、戦場で戦い、前進

し、敗走 もするような、その活動があげて集団の作業 に向けられる場合ですら、個人 こそ

が、個々の行動 と印象の源泉である」[ibid.2go]の だか ら。そしてここで留意すべ きな

のは、そのような行動、印象 をはじめとして 「あらゆる社会的事実の背後 には、歴史 と伝

統、言語、慣習が存在 している」[ibid。288]と い うことである。社会学 は、諸個人によ

って受容 された社会の諸制度、集合表象がそれぞれの中で どのように働 くのか ということ

について、心理学からの貢献 を期待することがで きるとい うのが、モースの考えであろう。

ここで 「贈与論」で提起 されていた 「全体的社会事実」、一切 の諸制度を含み込んでいる

この社会事実のことを想起 してお くのは不当なことではないと考 えられる。

モースによってこのように設定された心理学的事実 と社会学的事実 との間の関係につい

て、カズヌーヴは次のようにまとめてい る6「全体的社会事実 というのは実際、社会にお

ける生活の多様な側面を単純 に並べ置いたというものではなくして、そうした諸側面が個

人の経験の中に受肉するということなのである」[Cazeneuve。1968:116]。

個人意識 というものは、多分 にその個人の身体的な振舞いの影響下にあ り、なおかつ諸

個人の身体的振舞いの様式は、そのかなりの部分が社会的な制約 をこうむうているとモー

スは見ていた。それゆえ個人意識の研究さえ社会学によって可能なのではないか と彼は考

えていた。社会 と個人意識の間には集合表象を置 くことができ、その集合表象が身体ある

いはその動かし方、使い方 という・ものを媒介にして深 く社会か らの拘束を受けているのな

ら、社会の論理 は深 く個人の論理を捉 えていると言える4)。モースは 「意識 という事実の

どこそこの面の断片的な研究ではな く、意識 をひ とつの塊 として、 しか も身体 との関係に

おいて捉 えられた全体的な研究」[Mauss,1950:292].を めざしていた。彼 にしてみれば、
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現代の社会 においてなお存在 しているような、人間の活動に備わったこの種の 「全体性」

を捨象 しては、社会 を 「ひとつの集合体 とか全体、確実 と見なされ うる内的整合性を備え

た実在(chose)」[Dumont.1972:訳43]と して把握することは不可能 となってしまう。

「社会学 の原理 と目的 は、総体(entier)と しての集団およびその総体 としての振舞い

(comportement)を 知 るこどにある」[Maus3195Q:276]の だから。

その内部において宗教的、道徳的、法的、経済的、人格的 …… といったあらゆる要素が、

混清 した状態で深 く身体化 されているような、す ぐれて社会的存在 としてある人間を想定

することがで きるのならば、そのような人間の振舞いをつぶさに見てい くこと自体が、既

に社会 を見ることで もあると言えそうだ。モースにおいて 「全体的人間(hommetotal)」

という概念は、そのような含意を持たされたものだ と考 えられる。 そして、そのような人

間の、社会の論理 に深 く浸透された状態での行為 こそが、彼の呼ぶ 「全体的社会事実」に

ふさわ しい ものであ り、「贈与論」で とりあげられた諸事実 は、そのようなものだったの

ではないか。

以上のように見て くると、次のように考えられる。つまり、現代の 「我々の社会」の状

態は、社会の変動が人間を置き去 りにしているようなものだ とモ白スは考えていたのでは

ないか。現代にあってさえ、大多数の人間は 「贈与 と義務 と気前のよさとの混清する雰囲

気」の中で、全体的人間として生 きている。 にもかかわらず、社会の方が、そうした人間

たちを置 き去 りにして、極めて急速 に変容を遂 げつつある。その 「急速な変容」は、 しか

もいびつな ものである。では、その急速でいびつな変容 とは何か。「幸いなことに、今の

ところまだ、購入 とか販売 とかいった言葉によってすべての ものが牙類されてしまうとこ

ろに までは至っていない」[ibid.258]と い うモースの言葉 は、 そのいびつさの所以を端

的に表 している。「我々には、商売人の道徳しか存在 しないわけではない」[ibid.]と いう

その言葉 は、それだけその時代に 「商売人の道徳」が社会を浸食 しつつあったというモー

スの認識 を示 している。

社会 と、そこに生きる人間の 「全体性」を 「商売人の道徳」の浸食か ら守 り、それに抗

して復活 させる。モースの 「贈与論」での試みをこう捉えることは可能だ と考 えられる。

おわ りに

モースの抱いていた 「全体性」 という概念 の含意を、「贈与論」の議論 を出発点 とし、

彼の手になる他の議論 も参照 しつつ検討 してきた。

人間は社会 においてモノをや りとりする存在であり、それは太古のあるいは原初的社会

であろうと現代の社会であろうと変わ らない。そしてそこでや りとりされるモノは決 して

京都社会学年報 第1号(1994).



94 藤吉:モ ースの 「全体性」概念の検討

経済的な功利性 といった側面からのみ考えられてはならない。なぜなら人間はモノのや り

とりに友愛をこめ、自分 自身をこめるのであって、それは経済制度の発達 した現代に生 き

る人間にとって も変わるところはない。

モースが 「贈与論」'で主張 したことは、以上のようなことである。これにあたって彼 は、

現代に生きる多 くの人間も、太古に、 あるいは原初的社会に生 きる人間 と同様の、「全体

的人間」 と捉 えていた と考 えられる。 そしてこの点が、「贈与論」の読者にアンビヴァレ

ントな印象 を与えるところでも.ある。モースは自己の研究対象 とした諸社会 を環節社会と

捉 えているが、はた してその社会に生きる人間の 「全体性」は、現代の社会に生きる人間

の 「全体性」 と全 く同 じもの と考えられるかどうか、疑問だかちである◎ ンヴィース トロ

ースは、長い歴史の中で安定した生活様式を保 ってきた人々に関心 を集中することによっ

て、成員たち個々の 「全体性」がひとつの社会の中でどのようにまとまった姿を見せ るか
ノ

を解明したのだと言える。

ただし、人間が社会においてモノをや りとりする存在であり、それは単に経済的功利性

という側面から捉えるべ きものではな く、人間が自分を何か(他 人 も含めて)に 負ってい

る存在だ と意識 しているというところから捉えるべきだ とした点は、なお注 目すべきとこ

ろだろう。モノの移動は人 と人を切 るのではな く、人 と人 を結ぶのである。そのような行

動へと人を向かわせる契機 をモースは好意 と呼び、喜びと呼び、恐怖の解消 と呼んだので

あった。全体的給付ゐ体系は、そこに生きる人間それぞれの中にそのようなものを励起 さ

せ る力を持っていたか らこそ、モ」スによらて 「全体的」 と見なされたのだと考えられる。

そしてこの観点から 「全体的人間」という概念 はさらに検討を加 えることができる。原

理的に言って、すべての成員たちが相互 にすべてを負い合 っているという社会において、

その紐帯が確認 ・維持されるためには、すべての成員がすべての成員に対する贈与行為 を

行ないつづけなければな らないが、社会の規模や複雑性が大きくなるにつれて、それは次

第に困難になっていくと考 えられる。そうなった場合、贈与関係の不在が即、敵対の宣言

と見なされるような状態 は、非常に不安定なものであり、'それに応じた贈与関係の変容 を

見 ることができるのではないか。 ここで人間が、自分をどれほど何かに負っていると意識

しているか という観点から、この 「全体性」に若干のグラデーションをつけることが可能

になると思われる。その際には全体的給付の体系が、モースによって 「純粋型」 と 「発展

型」 とに分類 されていることが参考 となるだろう。 この作業については他 日を期したい。

注

1)『 マル セ ル ・モー スの 世界 』所 収 のオ リエ 、 ビル ンボ ーム、 テ ライ ユ、 オ ドリクール ら⑳諸

論 文 、 ダグ ラス の論 文 、 カズ ヌー ヴの著作 を参照 。
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2)こ こでの 「取 引」 は原文 で は`transaction'で あ り、和解 ・妥協 といっ た意味 を含 み持 つ。

3)モ ー ス を と りま く当時 の社会 状況 につ いて は、 さ しあた り[河 野.1977]を 参 照。

4)こ れ に関 して モー ス は 「死 の観念 」 を とりあげ て興 味 深 い考 察 を行 な って い る。.
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The _Concept of `Totality'.in>the. Thought of Marcel Mauss

Keiji FUJIYOSHI

   Marcel Mauss shows in his 'Essai sur le don,' that men by their nature, give 

presents (communicate) each other, and that they, in doing so, obey the three oblig-

atory principles, which command you to give a present, to receive one and to make 

one in return generously. He takes this recognition through ranging over an exten-

sive anthropological literature concerning the issue. 

   It appers slightly curious, however, that he tries to apply it to the problems 

which his contemporary modern French Society suffers from. Though he limits the 

domain of the research to the archaic .or so-called `primitive' societies at the begin-

ning of his discussion, he concludes his argument by maintaining that those obliga-

tory principles of present are still valid even in our modern society. He regards 

them as permanent in any society of human-being, modern or archaic. This is be-

cause men exchange things not only for economical or utilitarian motive but also 

for the purpose of giving and receiving their affection each other. And, according to 

Mauss, most of modern people are living a life in an atmosphere in which presents, 

obligations and liberality mingle together. 

   It is expedient that you follow his argument on this point with reference to his 

some other theses. Discussing the cooperation of the sociology and the psychology, 

for example, he emphasizes that human thought process is under a strong restric-

tion by society through the medium of a collective representation; languages or no-

tions, etc. 

   The view of Mauss on a successive transfer of presents is this: in an exchange 

of a present, people are infiltrated with a deep feeling of intimacy. It is still true in 

a modern society which has partly settled a new economic system. We have to 

remember the importance of this aspect of the exchange.
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